
以上のすべての項目で「チェック」がついた方が補助の対象となります。

【取得】補助対象確認シート

交付申請確認事項

空き家等の取得にかかる経費が500万円以上かかること。①□

市街化区域または、市内の北海道都市計画法施行条例及び旧住宅地造成事

業に関する法律で認可を受けた土地の区域にある。

②□

市内に居住用住宅を所有していない世帯である。もしくは、市内に居住用

住宅を所有している世帯の世帯員でないこと。

③□

伊達市税の滞納がない。伊達市への使用料、その他の徴収金の滞納がない。④□

暴力団員等ではない。⑤□

建築基準法等その他関連法令に基づいて適法に建てられている。⑥□

建築から10年以上経過していて、概ね１年以上使用されていない。⑦□

令和８年４月１日以降に取得の契約を交わした、または交わす予定である。⑧□

令和９年２月末日までに所有権移転登記が完了する。⑨□

公共事業などの補償の対象になっていない。⑩□

過去に本補助金又は他の同種の補助金の対象になっていない。⑪□

取得後は自己の居住用住宅として使用する。（居住部分が1/2以上の併用住

宅を含む）

⑫□

補助対象として申請する空き家は１棟である。⑬□

取得した空き家へ転居後、自治会へ加入する。⑭□


